
経済政策の目的（2)

小原久治

3 価値判断排除の科学的論拠

価値判断排除の科学的根拠については，本誌、第28巻第 2号， 1982年11月， 101-

263頁，で論述しているので，ここでは割愛したい。

第 3節経済政策の本質目的と基本目的

「経済政策の目的」すなわち政策目的は従来からどのように議論され，論究

きれているのであろうか。「政策目的がより一層野心的に複雑かつ総合的にな

るに従い，論理的に必要な価値前提もまた複雑かつ総合的にならなければなら

ないj掛から，ますます複雑となり，総合化を増してくる政策目的の議論や論究

の発展をたどることは必要で、ある。また，政策目的を十分に明らかにすること

は，「仮設的にまた直接の勧告として政策を議論したり，政策的結論を提言した

りするに当たって？）重要なことである。さらにまた，ハスチン（T.W. Hutch-

ison）が政策目的（policyobjectives), 目標（aims），「願望した結果」（desired

outcomes) 140）などと表現していることが，ドイツ語文献にみられる「究極目的」

(Endzweck）や「本質目的」（Wes凶 sziel)を意味するのか，あるいは単に次位

目的を意味するのか否か，どの程度までそのようなことを意味するのか， とい

うことについては，政策目的を学説史的に展望すれば，ある大体の方向と優先

順位は一般に識別されるが，その細部のこととその定義については，極めてあ

いまいである。それだけに，経済政策の担い手，特に経済政策決定者の実践的

経済政策の目的よりもむしろ政策目的に関する主な論者の理念や概念を吟味・
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検討することこそ重要で、あり，役に立つことであると考える。この点について

はすでに，ギールシュ（H.Giersch）が論じているし；41）ハチスンはその著にお

いて「経済政策の目的：一つの歴史的展望」を論じている 142）ので，政策目的に

関する学説史的展望は本節では割愛せざるを得ない。

経済政策，特に一般経済政策や特殊経済政策には様々な目的があるが，経済

政策それ自体の「本質目的」ないし「基本目的」はどのような理念や概念のも

とで議論され，論究されているのか。それを考察する必要がある。

この節では，まず第 1に，「経済政策の本質目的」について考える。第 2に，

「経済」ということの捉え方いかんによって異なる「経済政策の基本目的」を説

明する。第 3に，経済政策の本質目的ないし基本目的に関わる問題点を検討す

る。

1 経済政策の本質目的

経済政策の本質目的というものは，特定の国や時代のいかんを問わず，また

国民や経済状況などの多様性いかんを間わず，常に確定している目的である。

この目的は経済固有の領域を持ち，経済の本質に内在する究極目的の普遍的意

味を得ょうとするものである。

経済政策の本質目的は，アダム・スミス（A.Smith）以来の学説史の展開を

みても，国富の増大，社会的厚生の増大，国民福祉の増大であることがわかる。

しかし，国民福祉の概念は文献をみても明白な一義的な概念で表わされていな

い。この意味で，「『国民福祉』という用語であらゆる種類の非科学的な価値判

断が経済政策の陳述に紛れ込んでいる。ア3)

経済政策の本質目的は，ピュッツ（T.Pi.itz）によれば，「全国民の物的生存

の永続的保証であり，換言すれば，社会生活の単位の永続的な状態の保証であ

る。；州国民福祉は経済の本質から生じる経済政策の目的であり，国民経済の究

極目的である。国民福祉はまたあらゆる経済政策が獲得しようとする一般的な

目的である。この国民福祉という用語は経済政策の本質目的の概念要素である
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国民の物的生存を意味している。

それだけではない。人々の欲求充足という政策目的の現実には多数の政策手

段が必要で、あり，その政策目的と政策手段を結びつける多元社会ないし共同社

会の文化的諸条件も必要で、ある。この意味で，経済政策の本質目的は社会生活

の単位の「文化的発展の永続的な保証j45）も意味するーこの点は，「経済政策の

一般的な目的」を「生活と文化の現存在の維持」と定義しているフィリッポヴ

ッチ（E.von Philippovich）の考え方146）と同意見である。つまり，経済政策の

本質目的に関わる多元社会ないし共同社会の価値の規範的性格は国民福祉につ

いても言えることである：47）国民福祉は究極目的として，存在当為として現実に

は十分に具現できない理想の性格を持っており，経済政策の道理の責任ある基

準となっている。

国民福祉はまたあらゆる経済政策の「本源的目的」である。この「本源的目

自守」とこれから派生した経済政策の「派生的目的」とは区別すべきである。国

民福祉という目的には目的論的な性格があり，「優位目的」として経済政策の手

段になり得るという特徴がある。

国民福祉の増大はまた，国民経済の生産量を最大限に増大させることであり，

社会的欲求とその充足との量的隔たりを最小にすることである戸）

この国民福祉という経済政策の本質目的を具体化させるためには，「公正」，

特に所得分配の公正が必要で、ある。この意味で，国民福祉の概念には所得分配

の公正も含まれている。この公正は自由，公平などとともに一つの社会的価値

であり，その客観的構成の性格は「内在的経験」からのみ，つまりあらゆる人

々の同じ価値に関する先験的知識から示きれた概念である。そのため，所得分

配の公正に関連した国民福祉という経済政策の本質目的はある特定の歴史的状

況に比例して広範にしかも客観的に実施きれながら徐々に実現きれている。

2 「経済」の捉え方による経済政策の基本目的

経済政策の基本目的については，この目的と「経済」の捉え方に関する主な
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論者の見解に基づいてその理念と概念を明確にする必要があると考える。

ハチスンはその著書第 4章において「『厚生』分析と政策目的」について論究

している。「経済政策の原理は『厚生経済学』として知られる主題の分野で正式

に取り扱われている。『厚生』経済学者，ことに純粋理論家が中心としてきた単

一の政策目的は，『経済的厚生』の極大あるいはその最適として設定されてきて

いる。これは一元論的かせいぜい二元論的な設定であって，『極大厚生』を唯一

の総体的な目的あるいは基準として，国民所得の大きさ及びその分配という二

つに分離できるか否かが疑わしい下位目的に依存する。『厚生のその他の諸側

面』一一『経済的厚生』以外の一ーは一般に『経済的厚生』の変化によって何

ら影響を受けないか，少なくとも不利な影響を受けないと仮定されている。ヴ）

このように，経済外的厚生以外の側面は概して考察されていない。またハチ

スンの所説によれば，旧来の経済学者は政策目的に関する論説がどの程度価値

判断を持っているのであろうかという問題を考察していない。

これに反して，現代の厚生経済学者は，オーム（H.Ohm）の所説によれば，

社会的効用の極大を保証するような「最も合目的的な交換組織や生産組織を構

成するための諸条件に関する一つの命題が経済理論の諸命題及び諸認識を目的

論的意味において変形させ，修正させるj50）ことによって，経済的に望ましいも

のを価値判断を排除しながら決定しようとしている。

このような政策目的に関する叙述はいわば価値中立的な叙述である。このよ

うな叙述とは異なり，価値判断排除の原則を意識的に忌み避ける場合には，経

済政策の最上位の客観的に拘束された目的は，経済の本質あるいは経済の「普

遍的な意味」（unwandelbareSinn der Wirtschaft）から導かれるというピユ

ッツ（T.Putz）の所説がある：51）ピユツツによれば，経済政策論の最もむつか

しく最も優れた成果ア2）は，「国民経済の本源的目的」（ursprlingliche Ziele der 

V olkswirtschaft) 153）とこれから導かれた「国民経済目的」（volkswirtschaftli-

che Ziele) 154）と「経済外的目的設定と国民経済の本源的目的及ぴこれから導か

れた国民経済目的と両立性？）を決定するところに存在する。ピユツツはその本
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源的目的を経済政策の「本質目的」（Wesensziel) と名づける：附経済政策はい

つの時代にも「経済の普遍的意味や経済固有の究極目的，すなわち経済それ自

体の本質に存在する究極目的を実現させようr＞ と努めるべきものであるから

である。しかし，ピュッツが所得分配の公正という公理とも論理的に結びつけ

るものを「身体的存在の保証と共同社会（ゲマインシャフト）に対する共同生

活の形成に比例した文化の発展の促進？）として定義する「国民福祉」（Volk-

swohlstand）の目的は，「経済」というものの本質の中にこそ存在する。

ところが，国民福祉について論じることは合目的的ではないと考えている論

者がいる。それはゼラフィーム（H.-J. Seraphim）である。ゼラフィームは

人々が生存の安全性を追求し，この生存の安全性と人々の欲求及びその充足の

可能性とを一致させようとすると考える：59）この見解も経済の本質目的とみな

すことができる。

このように，経済政策の基本目的は経済行為の目的から導かれるであろう。

このことを議論したクリュ一方、ァ（R.Kri.iger）は，経済行為の目的は財の希少

性という状態をできる限り広範囲にわたって克服することであろうという理念

ないし考え方に基づいて議論している。クリュ一方、アは，「実践的経済政策は純

粋の経済学的動機から単に経済行為に影響を及ぼすものであるにすぎない；60)

と考えているから，経済行為の目的から経済政策の目的は「経済的厚生ないし

経済的福祉の増大を促進するところj61)~こ存在すると結論づけている。その際，

クリュ一方、アは厚生ないし福祉の概念を財の希少性に基づく財の不足を克服す

ることであると解釈する。この点について，クリューカ、、ァは「今日最も広範な

諸領域の価値観のなかで経済的厚生ないし経済的福祉とその増大及び安全は，

人々の行動の最上位の目的のもとでは，無造作に秩序づけられ，追求されるで

あろうア2）から厚生ないし福祉という目的は経済主体が認識できる意思から

導かれるであろうと考えている。

このような考え方はいかなることであるのか，またいかなることであるべき

なのか。この問題を解くために科学的で、客観的な解明を行おうとすれば，到底
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不可能なことであるが，経済の本質目的に関して何かを解明しようとするため

には，その問題を是非とも解く必要がある。この点で，何よりもまず問題とな

るのは，経済には果たして本質目的が存在するのか否かということである。経

済には既述の本質目的が存在するという点では，先程のゼラフィームの見解と

ピュッツの見解は一致する。ゼラフィームは，マックス・ヴェーパアを引用し

て，ピユッツは科学的にしかも一般的に拘束された政策目的の設定は可能で、あ

ると主張する見解をともに否定しているからである：63)

3 経済政策の本質目的と基本目的に関する問題点

経済政策の本質目的を経済の本質から決定できない場合には，どうすればよ

いのであろうか。それが問題である。経済政策の目的すなわち政策目的は経済

学的に決定できる性格のものではないとしても，経済政策の本質目的に関わる

一般に認識された経済政策の基本目的について考察する必要がある。経済政策

の本質目的と基本目的を把握する場合の問題点については，すでにクリューガ

アが次のことを明らかにしている。「経済政策の道具箱（すなわち，経済政策の

諸手段）は，経済的な手段論の目的多元性に関する見解がそのままになってい

る場合よりも広い観点からもう一度見られるべきものであり，またその場合よ

りも多くのしかも包括的な事態を把握すべきものである。 一一（中略）一一。い

わゆる単なる目的を手段として認識する場合には，その目的を科学的に判断す

るための鍵がある。このことは上位に階序づけた目的を実現するためにはどの

ような手段が適合しているかによって生じる。手段の目的整合性ないし目的適

合性に関する判断は上位に階序づけた目的を達成するために必要であるにすぎ
164) 

ない。」

さらに，多数の政策目的の概念から唯一の究極目的の概念だけでなく，「調

和Jの概念165）を見つけることができるであろうか。この点にも問題点が内在し

ていると考える。この場合，「調和」というのは経済政策のある特定の目的の実

現が他の目的の実現に好都合に作用する場合の概念であるから，この概念は根
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本的には多数の目的が同じような目的になるにすぎない。

この問題点に関連する「経済的目的」と「経済外目的」とは区別できる性格

のものであると考える。経済政策の目的体系あるいは経済政策の目的目録の中

にそのような目的を取り入れることによって，経済という固有の領域だけに包

括される科学的経済政策ないし学問としての経済政策の対象領域が拡大きれる

と考えるからである。

これに対して，イエール（W.A. Johr）とジン方、ァ（H.W. Singer）は次の

ように考えている。「経済の課題がもっぱら福祉の向上にあることを認める経

済学者も経済生活を形成する場合に有意義で、ある他の目的もやはり存在するこ

とを通常認める。しかし，経済学者は福祉を『経済外的なもの』（auBerwirt-

schaflich）とみなし，その取り扱いを国民経済学の課題から区別し，福祉が社

会学者や経済政策の担い手の事物対象であるという考え方に基づいて，福祉を

把握しようとする。 ~66）また，クリュ一方、アの表現を借りれば，「経済政策の一つ

の経済的目的に名称をつけることは可能で、あり，（実際に）合目的的であると考

える論者に同意しなければならない。それによって，経済政策を用いて求める

経済外的目的の設定それ自体は部門諸学科の諸研究を通じて経済政策に緊密に

結びつけられる ~67）ことになる。そのような目的は，オーム（H. Ohm）によれ

ば，「『経済的なもの』（δkonomisch）として言い表わされ，経済という文化領

域の中に存在する？）と考えられている。

ピュッツは経済政策目的論について一元論的な考え方を持っているが，政策

目的を決定する場合には，経済政策は国家が決定するありとあらゆる政策目的

から生じるものであり，従って，経済政策は国民生活や国家活動のあらゆる非

経済的領域の中に波及していかなければならないという見解を示している：69)

ピュッツは経済政策といつものはありとあらゆる政策の中に含められると考え

ているように思われる。しかし，ピュッツが「経済政策の担い手や経済政策決

定者に課せられた一般国家の政策のすべての目的ではなくて，すでに経済政策

の目的としても転用されるyo）ことに限定すれば，政策目的の決定はむしろ経
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済的所与性で限定されるであろう。従って，ピュッツによれば，政策目的は経

済的な手段を実現させるために必要なそれぞれの政策目的ではなくて，一つの

政策目的である。この政策目的がこれに対応する特定の「経済的目的」の設定

を誘導するか否かは，経済的な諸見解いかんによって左右されることである。

ピュッツが「経済外目的の設定と国民経済の本源的目的とこれから導かれた国

民経済の諸目的とを一致させる ~71）という問題を提出する場合には，あるいは，

ピュッツが経済は国民福祉の極大という「最上位の目的」を持ったある固有の

価値を有する文化領域であると考える場合には，経済的目的と経済外的目的と

の区別はやはり一段と明確になることである。

経済それ自体には一つの固有の目的があることをピュッツは主張してい

る：72）この点については，経済は手段に関する一つの構成物であるにすぎない

し，その目的は経済外的な性格を持つから，経済的目的と経済外目的とを区別

するのは誤りであるとか，あるいは，少なくとも不必要で、あるという経済学者

の主張とは逆のことをピュッツは考えているわけである。

ピュッツの主張に対して，イエールとジンガァは次の例を挙げて論争する。

「経済は欲求充足の調達に役立つ多様な人々の行動であるが，欲求充足は人々

が立てた目的の実現化以外の何物でもない。この目的は，その実現化を準備す

るところに設定されるから，経済の領域以外にも存在する。経済的目的と経済

外的目的との区別は経済外的な性格を持つから，根拠のない議論であろう。ア）

このような論争問題において両者の中間の立場を示しているのはオームとゼ

ラフィームのそれぞれの議論である。オームとゼラフィームはともに，経済的

目的と経済外的目的との区別を推挙するが，経済政策の経済的目的の設定とい

うことは経済的目的に関して上位に階序した目的が，しかも経済外的性格を内

包する目的が，単なる手段の性格を持っているにすぎないことを認めている。

オームは次のように議論している。「経済行為とこの行為で追求された目的は

人々の存在の自己目的ではなくて，手段的性格を持つことを我々は認めるであ

ろう。従って，我々は経済行為の目的はどれか上位に階序された目的に対して
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優位目的（Vorziel)であるという命題を認容するであろう。しかし，このよう

に認容したからと言って，経済政策の目的設定から経済外的目的設定が生じる

であろうということは言えない。むしろ，我々の解釈によれば，それによって

経済政策の目的設定の経済的性格を何物も変えられないのである。y4)
ゼラフィームは次のように議論している。「様々な経済的目的とこれに対応す

る経済的諸欲求は単に下位の諸目的として存在しているにすぎない。下位の諸

目的には常に個人と創造物の存在を保証するという最上位の不安定な経済的目

的を設定するのに役立つ機能がある。j75)

このような見解が出てくるのは，政策目的とこれに関連する政策手段との切

り離しがむずかしいというところにある。政策目的を政策的に所与と仮定し，

またどの程度ある政策目的に関する政策手段がその目的を実現するために役立

っているのかを判断することこそこの種の議論の課題であるが，科学的経済政

策ないし学問としての経済政策にみられる周知の目的と手段のモデルは政策目

的と政策手段との明確な区別が可能で、あると前提するところから生まれてくる

ものである。

一般に事物の究極状態や究極目的へ到達していく過程も価値を持つものとし

て評価の対象となる。他方では，ある政策目的を実現させるためには，他の目

的の独立した不変の価値とともにその目的から導かれた価値を必要とするとい

う意味で，一つの目的が存在する。この場合，この目的は一つの「優位目的」

あるいは一つの下手段」を表わしている。一般に，価値観は変わらないから，

目的は時の経過につれてその固有の価値を持ってくるであろうし，他の目的に

適合する手段を変えさせるであろう。さらに，手段とみなされてきた変数は目

的の階序を高めさせたりするであろう。この意味では，「目的と手段はそれを区

別する線が永続的に高められたり，低められたりする共通の価値階序（Werthi司

erarchie）の構成部分として示される。経済はその状態を単純に『所与』と仮定

することはできない。ア）

このような政策目的と政策手段の区別に関する論争について見解を述べてい
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る論者の中でも，とりわけゲフゲン（G.Gafgen）は次の見解のように考えてい

る。「殆どすべての目的は他の目的に対して有益な関係（例えば，公正という社

会的価値は人々に社会的満足を与える一つの分配基準ないし原則であり，他方

で公正は経済的安全をも保証するところにその有益な関係がある。）の中に存在

するが，次の a),b）の場合には，すなわち， a）手段の役割は極めて漠然として

いて未定で、あるから，それについて基本的な判断よりもむしろ先入観がある場

合には，あるいは， b）の目的が他の目的に比べれば，単に下位の目的であるに

すぎないが，その目的に真価が与えられる場合には，一つの目的一一手段それ

自体に対比して一ーを叙述することは正しいことで、ある 0 ~77) 

以上のことからみても，政策目的と政策手段を区別することについては，イ

エールのように，政策目的が単に政策手段とみなされることがわかる。他方で

は，オームやゼラフィームのように，すでに経済的目的として特記すべきもの

であることカfわかる。

第 4節経済政策の目的目録

経済政策には「本質目的」，「基本目的」のほかに，次節で説明した様々な目

的がある。このことは経済政策の「目的目録」あるいは「政策目的の束」，「政

策目的群」として総括的に表わすことができる。

本節では，まず第 1に，経済政策の異質的な目的目録の形成要因を考える。

第2に，経済政策の「主要目的」を挙げる。第 3に，特に実践的経済政策にお

ける「特殊目的」を取り上げる。

1 経済政策の異質的な目的目録の形成要因

広範な経済政策の「目的目録」，換言すれば，「政策目的の束」あるいは「政

策目的群」，政策状況いかんによって変化する場合の「政策目的の束」を策定す

ることカfできる。

「政策目的の束」は様々な政策目的の複合に関しては，また何よりもまずそ

-60 (222) -



の時々の個別目的の優先順位に関して時期や年数の経過とともにかなり変化し

てきている。この変化では，経済政策のイデオロギーの変移は一般に産業過程

の進展において新しく浮上してきている諸問題を反映している。その諸問題に

は，経済政策の目的目録と実践とは明白に区別すべきであるという理由がある。

何が経済政策上望ましいのか。この問題に関する考え方は実践的には限定さ

れている。いみじくもヴふユルグラァ（H.Wtirgler）が述べているように，「経済

政策の目的の数は経済政策の担い手の思考力と構想いかんによって限られてく

る。 ~78)

経済政策の「目的目録」はなぜ多種多様で、あるのか。この点については，比

較的広範な理由がある。それは経済政策の「特殊目的」が上位に階序づけた社

会政策の仮設及び経済政策の仮設を峻別できないという点にある。この点には

イエールが用いた「問題の階序」（問題ヒエラルキー）の意識がはっきりと現わ

れているので，経済政策上個々の望ましいことに含まれる様々な価値は十分に

考慮されていない。つまり，その問題の階序における各問題は常に国民経済に

おける特定の時代に付与された諸問題のー断章を形成するものである。それと

同時に，各問題は上位に階序づけた問題領域内の部分問題を表わし，再び下位

に階序づけた問題も提示するものである。そのため，何が時には一つの政策目

的あるいは一つの政策手段であるかは具体的な場合にはじめて言えることであ

って，一般的な場合には言えないことである。

一つの政策目的や一つの政策手段は比較的上位に階序づけた政策目的の実現

に役立つている。この場合には，「中間目的」（Zwischenziel.この概念などは第

5節で詳しく説明する。）は「政策手段ともなる目的」 (instrumentalgoal)で

ある。比較的上位に階序づけた政策目的が「究極目的」（Endzweck.ultimate 

goal) 179）を表わすのに対して，政策目的あるいは政策手段は「優位目的」（Vor-

ziel)あるいは「中間目的」の性格を表わしている。厳密に言えば，「純粋の政

策目的」の性格は比較的上位に高く階序づけた政策目的の実現に役立つ政策手

段になり得るものであるのに対して，「純粋の政策手段」の性格は下位に階序づ、
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けた側面から政策目的とみなされるものである ~80)

経済政策問題の論究に当たって，何よりもまず経済の本来の対象領域には

「究極目的」があり，この目的から重要な問題が生じることを認識しておく必要

がある。経済政策の最上位の目的とみなされる国民福祉の極大とその促進さえ

も，最終的には社会政策や経済政策の目的の実現を図る一つの政策手段である

にすぎないと考えるからである。

いずれにしても， 1930年代以来経済政策の多数の「目的目録」が仮定され，

仮設されてきたが，経済政策の実践では，つまり実践的経済政策ではその時々

の時代や人々の考え方を反映した多数の「特殊目的」がある。

2 経済政策の主要目的

経済政策，特に実践的経済政策の「主要目的」あるいは「最上位の目的」は

根本的には「国民福祉の極大J である。

経済政策の主要目的は，社会政策の視点からみれば，最高の目的ではない。

このような目的は，例えば，大抵の場合「安全」と結びっく「平和J，「自由」，

「公平」，「公正」などの重要な社会的諸価値や原則を明白にすることから生じる

ものであり，民主的な経済社会であり，多元社会ないし共同社会の現実の社会

的に重要な価値や原則となっている。この種の社会政策的原則とその目的は経

済政策活動には前もって与えられている。例えば，国民福祉の極大は労働時間

1時間当たりの国民純生産でも定義できるが，この政策目的は「物質的自由，安

全，公平及び、公正を使い始める ~81）ことができる。このことはまったく的を得た

ことである。

経済政策の「主要目的」は，特殊な方向では，国民経済あるいは超国家的経

済，組織集団ないし結合の現行のあるいはできるだけ連続した「十分な供給J

及び「国民の個人的物質的生存の保障」を意味する：82)

さらに，経済政策の「主要目的」について問題となることは，本質的には差

異のないあらゆる経済秩序形態に対して成り立つ普遍的な目的があるのか否か
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ということである。市場経済では，経済政策の主要目的あるいは最上位の目的

は経済社会の発展に関わり，国民福祉の増大を促進させようとするものであ

る。このことは経済秩序政策（別稿を参照）でも経済経過政策（別稿を参照）

でも重要なことであり，経済政策の主要内容は概念的な考え方と方向づけをみ

れば，それらの政策内容とは異なった概念内容で満たされている。

経済政策の不変の「主要目的」には大抵の場合経済政策の多数の「特殊目的

が階序づけられている。この政策目的は計り知れないほど多数の政策目的の設

定すなわち政策目的の分類の中に表わされている。その王要目的は，経済社会

的にみても経済政策の「特殊目的」の設定と同等祝すれば，その際立つた特徴

をイ蒲えていることがわかる。

多数の政策目的の存在，政策目的の設定，政策目的の分類は，本来政策目的

として理想的な考え方をそのような目的設定の異なる名称を選んで明白にして

いくことカfで、きる。

既述のように，経済政策の「主要目的」とはいくつかの政策目的の中で最上

位に階序づけられる政策目的のことであるが，主要目的については，次の少な

くとも二つの大きな問題がある。

一つの問題は，政策目的の構成の仕方は経済政策の担い手や経済政策決定者

の基本理念，現実及び近接未来の中期展望，国内外の経済関係の把握いかんに

よって当然異なるということである。政策目的の構成は「経済政策の目的複合J

に関わる重要な問題である。もう一つの問題は，政策目的は現実の経済的・社

会的・政治的状況の中で誰にとっても最も望ましい政策目的でなければならな

いということである。このことは政策目的の形成の際に留意すべき重要な問題

である。

これらの基本目的を踏まえた上で，経済政策の「目的複合の構造」（ゲフゲ

ン），経済政策の「目的複合の体系」（トゥーフトフェルト）の中から経済政策

の「主要目的」を設定することができる。この場合，その主要目的は特定の組

織集団ないし結合，つまり利益集団の利益のみを図って設定してはならないし，
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いくつかの政策目的の共通概念を無視して設定してはならない。

3 経済政策の特殊目的

経済政策の概念に基づいて経済政策を体系的に分類した場合の概念である科

学的経済政策でも実践的経済政策でも，政策目的を論究し，議論するとき，殆

ど例外なく「特殊目的」を考えている。経済政策の「特殊目的」は根本的には

ある特定の経済社会状況から，また直観的に把握した，あるいは現実の合理的

に根拠づけた「状況分析」と「状況判断」から抽出できるものである。このよ

うな政策目的の設定の本質的特徴は経済社会状況の維持，保障，あるいは変更

がなされるべきであるという点にある。そのため，特殊目的はあくまでも可変

的であり， しかもその時々の具体的な状況から特殊目的を設定していくことこ

そ重要で、ある。この特殊目的の設定の仕方は，先進工業諸国の多元的で、民主的

な社会秩序や経済秩序のもとでは，特殊目的の選好の変化，現実の状況の時間

的変化や物的変化を総合的に勘案して決めるべきである。

経済政策の特殊目的を考える場合には，通常多元的で民主的な社会秩序や経

済秩序のもとで市場経済的諸原則を貫徹すること，工業化を促進すること，外

国貿易の自由を維持することなどを前提にしている。

一般に，経済政策の特殊目的は，必ずしも一様に統ーした共通のものとは限

らず，政策目的全体の階序すなわち「経済政策の目的体系」において同じ目的

価値を持っとも限らない。先進工業諸国では国家の実践的経済政策，経済政策

の担い手や経済政策決定者が決定する政策手段とその実施で異なっている。し

かし，現実の経済では特殊目的の分類から本質的で一般妥当性があり，しかも

経済政策活動を原則として拘束する経済政策の特殊目的として，「経済成長」，

「完全雇用」，「貨幣価値の安定」，「物価水準の安定」，「国際収支の均衡」，「公正

な所得配分」，「公平で公正な税制j」などを挙げることができる。

むろんこれらの「特殊目的」は折に触れて他の政策目的とも関連し，要約さ

れており，場合によっては組み合わされている。この関連，要約，組合せにつ
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いて，主な論者はどのような「特殊目的」を挙げているのであろうか。それを

吟味する必要がある。

主な論者が挙げた経済政策，特に実践的経済政策の「特殊目的」は，次の表

4 -1のとおりである：83）論者名の後の西暦年号は論文か著書の公刊年である。

表4ー1 主な論者が挙げた経済政策の特殊目的

論者名 経済政策の特殊目的

ピュッツ 生産性の上昇，完全雇用，市場均衡，貨幣価値の相

(1948年） 対的安定，公正な所得分配。

オイケン
自由，競争秩序（別稿を参照）。

(1952年）

ダー／レとリンドブローム 社会構成の目的としての自由，合理性，民主政治，

(1953年） 主観的平等，安全及び進歩。

所得分配と財産分配の公正，労働時間の短縮，労働

マインホルト
の保護，労働市場の安定，各種の社会保障，景気循

(1955年）
環の安定，経済成長の維持，経済部門の構造の改善，

市場の安定，農業問題の改善，貿易の自由，運輸と

交通の問題の改善。

ボウ／レデ、イング
経済的進歩，経済的安定，経済的正義，経済的自由。

(1958年）

ゼラフィーム
生存の保障，分業原則の貫徹，経済経過の安定性，

生産性の上昇，経済構造の調和，過剰勢力関係の平
(1963年）

準化その中立化。

ホッフマン 実質所得の極大化，所得形成の恒常化，国際経済関

(1966年） 係の安定化。

ヴPエッテ、、イゲ、ン
生産の経済指導，市場経済の指導，国民経済政策の

(1966年）
組織形成と計画技法，土地利用の指導，労働の指導，

資本の指導，市場の秩序。

短期の優先順位をつけた目的（完全雇用，物価安定，

国際収支改善）。長期の優先順位をつけた目的（経済

キノレシェンなど
成長，生産要素の合理的投入，公共の欲求の充足，

(1967年）
所得分配と財産分配の改善，保護主義と特定の経済

分野の優先権）。後位の順位をつけた目的（民間消費

構造の変質，生活必需品の保障，人口の大きさと人

口構造の変質，労働時間短縮）。

-65 (227) -



国民所得の人的分配の量的増大，経済経過特に貨幣

シャツハトシャーベル 価値と雇用の安定性，個々の経済主体や組織集団な

(1967年） いし結合及び国家的に組織された社会全体の経済的

生存の保障，企業や家計の立場の分配の形成。

(1975年）
経済成長，完全雇用，貨幣価値ないし物価の安定，

国際収支の均衡，公正な所得分配。

分配の公正，自由に扱える勢力の配分，労働の創出

と労働能力の向上，進歩への参加（所得や福祉の増

ツィッン 大），生産過程から排除された労働者の所有状態の保

(1970年） 障，経済経過の安定化（貨幣価値の安定，国際収支

の均衡，経済成長の安定），秩序維持のための競合の

予防と解決。

ピュッツ 貨幣価値の安定，国際収支の均衡，完全雇用，経済

(1971年） 成長，公正な所得分配，最適消費構造。

ヴェルナァ
生産目的としての完全雇用と経済成長。貨幣価値の

(1971年）
安定。機能的目的としての国際収支の均衡。国民得

の公正な分配。

生産目的としての①極大効率の達成（生産要素の最

適投入，最適支出構造，最適生産構造），②経済進歩

の追求（実質国民所得の増大，生産資源の増大）。分

ゲフゲン
配目的としての①経済政策が保障に及ぼす方向，②

(1972年）
生産資源と自然環境の維持，③経済経過の安定化（高

い雇用度の安定化，内外における貨幣価値の安定化，

国際収支の均衡），④経済構造の安定化，⑤個人の生

活状態の保障。秩序目的としての①自由，②社会的

満足，③勢力均衡。

オーム 経済成長と経済発展の維持，景気循環の安定，雇用

(1974年） の安定，所得分配の公正，経済秩序の形成と維持。

プライザ、ア 経済成長，市場経済と景気循環の安定，所得分配と

(1974年） 財産分配の改善，経済的発展の診断と予測。

タイヒマン 循環の安定（物価安定，完全雇用），均衡成長，分配

(1983年） の均衡，決定参画。

トゥーフトフェルト
安定目的，成長目的，構造目的。

(1987年）

資料：本章の注で示した主な論者の文献により作成。
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第 5節経済政策の目的の体系化と整序

経済政策，とりわけ科学的経済政策では常に経済政策の目的を整序し，その

体系化を考える必要がある。つまり，政策目的を「経済政策の目的体系J とい

う形式で分類し，複合化し，場合によっては組み合わせることによって，政策

目的を束ね，あるいは総括化し，展望することが企てられている。

様々な論者の見解によれば，経済政策の目的体系は，政策「目的の束」，政策

「目的の包みJ，政策「目的の複合」，政策「目的の組合せ」，政策「目的の目

録」という概念表示に集約されて示されている。

この場合問題となるのは，多種多様な政策目的の種類，あるいは政策目的の

分類ないし分類基準と分類の仕方である。

この節では，まず第 1に，経済政策の目的体系化の可能性を検討する。第 2

に，政策目的の階序を検討するとともに，政策目的の分類視点ないし分類基準

に従って政策目的の種類を説明する。第 3に，第 l，第 2の視点に出てくる類

別も含め，この類別を論者別に整序した代表的な文献における政策目的の慣用

的類別を吟味し，それを通じて政策目的の束を把握する手掛かりを得る。

1 経済政策の目的体系化の可能性

「経済政策の目的体系」という問題は，相異なる種類の政策目的，政策目的

の選好及ぴ政策目的の競合などの摩擦が相互に存在するので， とりもなおさず

重要となる多種多様な政策目的の様々な体系化の方法を相互に把握できるか否

かという点にあると考える。

(1) 経済政策の目的体系の構成と輪郭

経済政策の目的体系は政策「目的の束」，政策「目的の目録」などで表わされ

たものである。経済政策の「目的目録」には様々な目録があるが，時代の流れ

や経済社会の状況の変移などにつれて次第にある特定の目的目録に同化してき

ている。 1930年代の目的目録から今日の目的目録へは経済政策の目的体系の構
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造的階序的に類別した目的体系（これをトゥーフトフェルトは政策「目的のピ

ラミッドア）と名づける。）の樹立への道をたどっている。

この「目的体系」樹立のための様々な階序の政策目的は主要目的ないし最上

位の目的である国民福祉の増大とその極大までの促進を図る政策目的であると

みなされている。これらの政策目的よりも上位に階序できるのは社会的諸価値

に関わる社会政策の目的，すなわち，個人の自由，社会的公正，社会的保障，

社会的満足などである。経済政策の「目的体系」，つまり経済政策の「目的ピラ

ミッド」の頂点には「中間目的」を束ねた合目的的な「究極目的」すなわち国

民福祉，あるいは公共福祉，公益が設定されている。それに応じて，あらゆる

政策は究極的には国民福祉の増大ないしその極大に役立つべきである。

さらに，政策目的の形式には空虚な性格がある。これらは「目的のピラミッ

ド」の頂点へ近づけば近づくほどますます明白になる。逆に，「目的のピラミッ

ド」の基底へ近づ、けば近づくほど，究極目的の経験的内容の含蓄深い設定を行

う可能性はますます大きくなる。

(2) 経済政策の担い手である国家の目的体系

経済政策の最高の担い手である国家はその時々の政治・経済・社会情勢に応

じてあらゆる「経済政策活動計画」や「経済政策構想」（別稿を参照）を細かく

定めていく必要がある。

「国家の目的体系」の概念は思想、上の指導像あるいは倫理的な指導像として

合理的な議論やすでに反論の余地のない「経済政策の目的，原則及ぴ方法の相

互関係ア5）を表わし，「経済政策の一般的な長期的に意義のある目的ア6）を目指し

ている。

その指導像について，クローテン（N.Kloten）は「社会的経済的状態の思想

上のみならず，意図した秩序；87）であると定義する。「指導像の現象形態はます

ます極めて多様になっている。あらゆる変種が共通している。この変種は多か

れ少なかれ理想的なものである。？）しかも，「（i)（科学的認識の状態によれば，

ある意図した状態が予見した短時間で実現できないであろうし，（ii）そのよう
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な状態が不完全で、歴史固有の発展や必然的な政策手段の課題のもとで議論の余

地のない現状から導かれるであろうし， (iii）必然的な政策手段であるが，その

ほかどのような根拠から実現できないのであろうかという意味で理想的で、あ

る。ア9)

政策目的の概念については，その時々の経済政策の状況に注意して原則的か

っ本源的に，あるいは永遠に実現しようとする「主要目的」が取り上げられて

いる。「主要目的」は，メーラァ（F.Mehler）の「形式的視点」から「分類し

た政策目的を解釈する場合と同様に，当該の政策目的が適宜他のいかなる主要

目的も直接的な優位目的として下方に階序できないという意味で、；90）提示きれ

ている。

この「主要目的J は国家の秩序と社会秩序，経済秩序の枠組みの中で当該の

経済社会のあらゆる社会経済的領域に関連する経済政策の基本目的である。そ

の際，メーラァの「実質的視点Jから分類した政策目的の解釈191）と同様に，本

来の経済的視点から決定した政策目的をめぐる個々の政策目的をどのように解

釈すればよいのであろうか。この点が問題となる。これらの個別目的は経済構

造や産業部門聞の最適要素配分，さらに経済経過の安定性，生産の成果の保証

などに関連した諸目的である。また，それらの個別目的は国家的に組織した社

会全体の経済的・社会的生存の保障と結び、ついている。前者の目的には通常経

済主体の欲求充足が含まれている。後者には経済外的連携に関連する目的が仮

定されている。

ピュッツはイエールに倣って政策目的の概念に関連する根本的な詳述におい

て4種の「主要目的」を設定している。すなわち， (i）国民取得の増大とその分

配に関する目的，（ii）経済経過の安定’性に関する目的，（iii）国民の経済的生存

の保障と種類と範囲に関する目的，（iv）所得配分の構成に関する目的である：92)

この種の主要目的については，シャツハトシャーベルはピュッツの主要目的を

批判的に考察し，「絶対的に通用する目的ア3）を挙げている。

経済政策の「主要目的」は様々な政治的・経済的・社会的・法的形態の国家
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の重要な「経済政策構想」（国家の長期的指導像を表わすものである。）では経

済成長，完全雇用，貨幣価値の安定，国際収支の均衡などである。「主要目的」

はその時々の歴史的条件のある経済政策の実質的要素や実質的な相互関係に関

連して設定した政策目的の階序において最上位に階序されているが，国家の経

済政策の目的体系における政策「目的の束」という「政策目的の複合J におい

て区別されている。この区別について，ピュッツは現代の様々な形態の国家の

経済政策における典型的な目的設定の経験的研究の特徴的な事情，すなわち，

(i）広範囲にわたる同等な主要目的，（ii）何よりもまず量的視点における内容的

に不十分な決定，（iii）政策「目的の束」の複合における諸目的の階序の区別を

明示しているヂ）

同様に，自由，公平，公正，安全，平和，価値，秩序などのような経済政策

に関連した諸価値の選好も区別できる。政策目的の重要性は経済領域を越えた

いわば経済外的な諸領域における国家の政策目的に対比できる。

経済政策の重要な実質的要素には，政策手段ないし資源を意のままに処理で

きることも含まれている。それはまた政策目的の実現に含まれることである。

この「主要目的」には特定の「秩序原則」も含められている。まず最初に，

根本的な「調整原則」が，次いで経済社会では各種の個別経済計画が国民経済

全体に調整されている。この個別経済計画の調整は，オイケン（W.Eucken) 

が指摘したように，中央管理経済的に（zentral verwal tungswirtschaftlich）あ

るいは地方分権的に（dezentralisiert），つまり自由な市場メカニズムの中で行

われている：95）「競争秩序」（Wettbewerbsordnung) 196）における「調整の組織技

法」には，相対的に条件づけ合った様々な意味の関連性を経済政策の主要目的

と結びつける特定の秩序原則を明白にする必要がある。この秩序原則では，本

質的に市場形態の構成，所有関係をめぐる国家と個別経済の関係，所有関係を

めぐる国家と組織集団ないし結合の関係が問題である：97)

これらの問題とともに，経済秩序や社会秩序の構成に必要な「個人原則」や

「ネ士会原則」の理念が基本的にどのような意義を持つのかが問題である。この点

-70 (232) -



について，シャツハトシャーベル（H.G. Schachtschabel)は歴史的に与えら

れ，歴史的に得られた経済政策構想の基本形態，現代の現実の経済政策構想、も

批判的なより分けに委ねることを述べている。その際，シャツハトシャーベル

はあらかじめ叙述図式，すなわち， (i)状況分析，（ii）政策目的， (iii）・秩序政

策の原則，（iv）経済政策の方法，（v）合理的な相互関係，の発展によれば，多

層的な物的複合を体系的に， しかも比較して表わそうとしている。

「経済政策構想」には，ギールシュ（H.Giersch）によれば，「経済政策の基

本法の性格ア8）がある。経済政策構想には大抵の場合明示的に自由，安全，平和，

平等，公正，公平，価値，秩序などのいわば社会政策的関連価値が含まれてい

る。この関連価値から，経済領域では経済的立場の自由で表わきれる「ある特

定の秩序政策の総合的決定の認識が必要であるア9）という意味で条件づけた価

値には特別な意義があるので，個人の社会政策的価値に対する「原則的な」立

場や態度が決まってくる。

経済政策活動を構成するための理念型的意味に基づいて計画した長期的な指

導像が問題であるから，「経済政策構想」の枠組みではそのような秩序政策の

基本決定の提出は思想上の第一歩である。実践的経済政策では経済政策構想、の

「意味のある，思考の創造物J;oolしかも特殊な経済政策の構成課題の実践的解決

を変えさせる必要がある。経済の実践における経済的社会的状況の変化は複雑

で異なったものであるが，その変化につれて秩序政策の諸原則の違いはその秩

序政策の目的の構成物と秩序の構成物を含めた経済主体の特別の利害状態に基

づいて回避できないからである。さらに，経済政策の誘導方法に相違がある場

合には，経済の機能力を最適に実現させるという意味でその機能力を保持する

ために，ピュッツは経済政策の方法を「その時々の適用を表わす政策手段の取

扱いの種類と方法，目的への道301)~こ区別する。そのため，経済政策の最も合目

的的な手段を経済状況に合わせて投入する問題を折出し，明らかにする必要が

ある。

そのような相違をあらかじめ目的指向的に検討するためには，「経済政策構
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想」では「経済政策による干渉」の最も主要な方法の体系を構築すべきである。

この点について，シャツハトシャーベルはピュッツとオームの類別に倣って，

「構想整合的」（konzeptkonform），「構想非整合的」（konzeptinkonform），「構

想中立的方法」（konzeptneutral) を区別している ~02）その方法を政策目的に関

連して政策手段で表わすことについては詳しく言及していない。

ここでは，むしろ「国家の目的体系」についてみれば，経済政策構想、ととも

に，例えば，秩序政策原則構造的条件付き相違を考慮するために，「部分構想、」

が定められている：03）この部分構想、は経済政策構想から導かれ，経済政策の特

定の部分領域に重点を当てたものである。このような「部分構想」は政策目的

の調和を図るべきものであるが，部門別経済政策（例。農業政策，商業政策，

財政政策，金融政策，貿易政策など）だけでなく，機能的様式ないし手段的様

式（例。競争政策の構想、として）も考えることができる。その構想、全体に経済

政策の長期的指導像の根本的範時を含める場合には，包括的な「国民経済全体

の目的体系」におけるある特殊な構想の根底には「部分構想」がある。この「部

分構想」には経済の構造的部分領域あるいは機能的部分領域の特別な尺度があ

る：04)

この種の部分構想、は経済の当該の構造領域あるいは機能領域の特殊な関係，

先例及び、現象への反応を取り入れておくべきである。この点に関連して，個人

や組織集団ないし結合の機能（本誌の前稿を参照）も定めている。従って，部

分構想、は事前に与えられた条件の枠内で，一方で、は経済計画ないし「組織集団

ないし結合が定めた経済政策の目的体系30s）を構築することができるし，他方で

は経済政策の担い手や経済政策決定者はその特定の視点から包括的な目的体系

における決定的な下位目的にも影響を与えている。経済政策の担い手や経済政

策決定者は場合によっては国家の主要目的がいかに利害に関連しているのかを

十二分に認識しているからである。

(3) 組織集団ないし結合の目的体系

経済政策の担い手ともなる組織集団ないし結合（別稿の第 3節参照）は一般
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に経済政策の目的体系における政策目的の合理的階序をどのようにして固定す

るかという問題を抱えている。特に，その場合の課題は組織集団ないし結合の

成員が望む異なる内容の個々の目的を組織集団ないし結合の目的にいかにして

統合するのかという問題点がある。この問題点ないし課題に対処するため，フ

ィルターとみなされている組織集団ないし結合の選好構造は個々の計画の担い

手すなわち成員に影響を及ぼすので，組織集団ないし結合は経済的利益の組織

化を図り，成員の「意識状態」を強化している。

組織集団ないし結合に重要な経済政策の目的体系では，何が掲げられている

のであろうか。それは一般に存在の保障，当該の職業状態や経済分野，組織集

団ないし結合のような利益集団あるいはその時々の経済分野の経済状態の改善

と擁護を求める願望などである。そのような利益集団の選好は部分目的を目指

している。この選好はその利益集団が守る特定の利益状態で決定きれる場合が

多いからである。そのため，多くの組織集団ないし結合の主要目的としては，

保護，優先権及ぴ再配分，すなわち，利益集団が結合エゴの特定の規則の遂行

が明白であり，特に所得分配が結合の成員に有利に変わる短期的に有効な政策

手段のための選好などが挙げられている。このことこそ利益集団の本質である。

利益集団は，競争を調整しながら市場メカニズムの作用を受ける所得の機能

的分配（例。国民所得が利潤所得と賃金所得に分配されること。）に何らかの影

響を及ぼそうとする206）反面，利益集団が利益を得ょうとするのは，しかも特定

の計画の補助を押しのけるのはその結合エゴの目的設定ではこの目的がしばし

ば共同利用の議論を飾るとき，つまり，その目的がイデオロギーで飾った利害

の観点を意味するとき，その目的を固定した場合，客観性の問題が現われるこ

とが多い。

これらの政策「目的の遮断」が問題となればなるほど，目的意識はますます

独断的となり，一部は純粋に情緒的であり，一部は純粋に世界観に基づいてい

る観念連合とともに，目的設定にも多様に結びついている。それとともに，潜

在的な競合状態に対しては殆ど例外のない部分的利害があるので，組織集団な
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いし結合がこの状況に対処するとき，政策的な勢力範囲に及ぼす範囲で実施し

ようとするものである。組織集団ないし結合は構造的組織的に多様に形成され

ているものであるが，社会的利害に拘束されず，責任を負わないことが重要で、

ある：07）そのため，組織集団ないし結合の範囲内で利害はいかにして生じるので

あろうか。この問題は，換言すれば，組織集団ないし結合内の経済政策の意思

形成がどのようにしてなされるのか，誰が政策目的の決定を行うのか，その際

組織集団ないし結合の成員のもとで利害分野がいかにして調整されるかという

問題と同じことが生じるであろう：08）さらに，組織集団ないし結合やここの成員

の多様な経済的利害，経済外的利害を一般に組織的に調整できるのであろう

か。この問題がどうしても生じてくる。むしろその問題を無理にでも強いられ

るであろう。また，今後組織集団ないし結合の目的や政策目的のどのような相

互関係や結合が当該の目的体系の中に存在するのであろうか。この問題もある。

これらの組織集団ないし結合内の意思形成に関わる問題に答えるためには，

別稿の第 3節で説明したように，組織集団ないし結合を特定の基準に基づいて

典型化する必要がある。と同時に，組織集団ないし結合の構造的尺度を意思形

成の構成に関して体系化する必要がある。この必要性については次のように概

略的に説明できる。組織集団ないし結合は通例意思形成のある組織（例。顧問

団，委員会など。）のほかに，成員の集合，幹部の人及び事務担当者で組織され

ていることからみれば，当面の問題設定では次の少なくとも四つの範噂ないし

尺度が重要で、ある。

① 一般的に言えば，意思形成に関する機能的な担い手の決定権能について

は， (i）組織集団ないし結合の本来の主権者として成員の集団面における成員の

共同作用， (ii）誘導機関による自律決定の構成の種類と効果，（iii）顧問団や委

員会の事前的な意思形成の種類と効果，（iv）特殊な利害のある特定の勢力の強

い組織集団ないし結合が組織集団ないし結合の活動や利害の統合や代表に関す

る成員の集合，そのほかの意思形成機関である誘導機関に及ぼす影響の範囲な

どが重要な尺度となる。この例として，「経済的結合」の範囲についてみれば，
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ブリュームレ（E.B. Bli.imle）は「自由意思で統合した個人あるいは利害を生

じさせる本来の経済的利害の統合や代表である」と定義して，経済的結合の範

囲を概念的に定めている？側フゃツフホルツ（E.H. Buchholz）は組合原則すな

わち一人一票が成り立つ基本的な組織集団聞ないし結合間の成員の集合におけ

る成員の立場について上位の結合と区別するように注意している ~10)

上述の影響を受ける際に問題となるのは，成員の範囲の各個人が問題であり，

組織集団ないし結合の経済的勢力あるいは社会的勢力に基づいてその全体に効

果的な影響を与える非公式な組織集団ないし結合である。組織集団ないし結合

の特殊な選好は組織集団ないし結合の利害擁護者として持っている役割を果た

している。

② 組織集団ないし結合の意思形成の構成のもう一つの範時は政党による結

合の「外部誘導」である。また，その他の外部の政治的・経済的・社会的勢力

を持つ担い手である組織集団ないし結合と政党とその他の組織集団ないし結合

以外の勢力を持つ担い手の聞の強い親和力による組織集団ないし結合の「外部

誘導J である。

③ もう一つの尺度は，メーラァ（F.Mehler）によれば，様々な組織集団な

いし結合の中で中心的な組織集団ないし結合の枠内で組織集団内ないし結合内

の意思形成における他の組織集団ないし結合との調整あるいは統合，同質的な

利害あるいは異質的な利害のときの組織集団ないし結合内の相互作用や競争の

種類と範囲である。

④ 最後に，組織集団ないし結合内の意思形成は当該の組織集団ないし結合

によって異なってくる。メーラァによれば，組織集団ないし結合の成立が至高

の行為カを強制するか否か，あるいはその意思形成で、決定的に重要なことは自

由な成員の自由な決議に基づいて成立するか否かということである。自由意思

の相互決議の形態で決定きれることは，経済政策の担い手の相対的な勢力状況

いかんが組織集団ないし結合の成員の意思を形成することである。

このような範時や範囲については，ゼラフィームの用語に倣い，さらにブリ
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ュームレとメーラァの体系化に倣えば，経済政策の担い手に関して「成員活動

型J の組織集団ないし結合と「誘導活動型」の組織集団ないし結合に対比でき

る：11)

①「成員活動型」の組織集団ないし結合の特徴は，結合活動の担い手が結合

的に組織された組織集団，すなわち，その成員が共同の意思形成方法で目的体

系を定め，政策手段の投入を決定する点にある。組織集団ないし結合の誘導は

主管官庁が行うにすぎない。主管官庁は執行機関として実施する。

② これに対して，「誘導活動型」の組織集団ないし結合の特徴は，この結合

の誘導が多少とも自己の決定力で強制きれ，それに従って成員の活動が高めら

れること，つまり組織集団ないし結合の誘導がこの場合には自発的に決定され

る点にある。

意思形成過程における全成員の積極的な参加の制限，すなわち，ブリューム

レが名づけた「成員の構成意，思312）は一方では組織集団ないし結合の誘導側か

ら，例えば，組織集団ないし結合の活動成果の保障と増大をめぐる利害では，

状況条件いかんによって影響を受ける。他方では，成員の消極的態度はむしろ

組織集団ないし結合の誘導活動を強化できる。その際，そのような消極的態度

の動機は客観的方法や主観的方法で、持つことができるものである。例えば，成

員の集合を探せない時間問題や費用問題があるが，特定の複雑な問題やあらゆ

る結合作用におけるあきらめや無関心などもある。

①と②の中間に位置する型の組織集団ないし結合は「成員活動型と誘導活動

型の同時的313）組織集団ないし結合である。この結合には両者の力の均等が存

在する。この場合の政策目的の決定とこの第三の型の組織集団ないし結合の決

定は一般に共通している：14)

組織集団，結合，結合の誘導による同等の決定構成には特異性がある。

組織集団ないし結合が意思形成をする成員の活動や組織集団ないし結合の誘

導の有利にあるいは不利に変わる場合，意思形成過程を広範に決定する勢力関

係は変わりやすい。
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そのような勢力関係の変わりやすさの原因はどこにあるのであろうか。その

原因は人的勢力の要求，個々の成員ないし誘導的な担い手の社会的威信の損

失，個々の成員の可変的な経済的社会的勢力状況の影響，他の組織集団ないし

結合，例えば，政党，合法的で、非公式のあるいは公式の勢力の担い手に対する

人的結合などにあると考えられる。

個々の意思形成過程の遂行と目的体系に関して極めて多様に構造づけた組織

集団ないし結合は民主的な意思形成の構成の目的聞の幅では定まっている。

潜在的な政策目的の競合については，ゲフゲンと同様に，「個々の経済単位」

は特定の経済量，特定分野の所属，競争状態，目的設定などを決定する場合に

特別な利害を持つものであると仮定すれば，個々の経済単位は組織集団ないし

結合の成員として利害に関連する。これに対して，組織集団ないし結合は個々

の成員聞の組織集団ないし結合の異質な利害も中核的な組織集団ないし結合に

所属する結合間の組織集団ないし結合も「妥協」でつり合いが保たれる場合も

ある。

2 経済政策の目的の整序による目的体系，種類及び類別

政策目的を整序するのは，政策目的の性格を的確に把握する必要があるから

である。この場合の「整序J とは，政策目的の階序を通じて政策目的の目的体

系を①「目的ヒエラルキー」と②政策目的の分類視点に依拠して樹立しようと

することであるとみなしている。それによって政策目的の種類と代表的な論者

の政策目的の慣用的類別を吟味・検討できる。

(1) 政策目的の階序による目的体系

政策目的の階序を作り，経済政策の目的体系を構築するためには，本源的目

的，副次目的，最上位の目的，中間目的及び目的規範のそれぞれについて検討

し，それらの相互依存関係を明確にする必要がある。

政策目的は通例本源的目的から導かれるのではない。それは最上位の目的か

ら導かれている。この最上位の目的が示す価値の一部には（i）公正，秩序及び
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欲求充足（ツイツン）' (ii）自由，公正，満足，安全及び福祉（ギールシュ）の

組合せが入る。これらのいわば社会政策的関連価値に対応した政策目的の設定

では極めて高い内容を要求すべきである。この要求は確定済みの規範的な政策

目的の概念規定を再検討することである。例えば，「公正」はかつて積極的な人

間らしさを求めるための原則（例。アダム・スミスの「同’情心」など）として，

つまり人道主義的な課題として把握できる価値である。しかし，他方では，自

然的原則によれば，ある特定の「貢献原則」と結びついた分配規範としても解

釈できる。

最上位の社会的価値の内容はどのようにして決めることができるのか。その

決め方はむつかしい。それはダール（R.A. Dahl）リンドブローム（C.E. 

Lindblom）のように「文化固有の価値秩序31s）に関連づけても解決できない。

そうであるからと言って，そのような価値秩序とは何か。その定義を明らかに

する必要がある。ここでは，主としてマックス・ヴェーパァ（M.Weber），ケ

ルナァ（H.Korner), シラァ（K.Schiller) , ピュッツ（T.Piltz），キノレシェ

ン（E.S. Kirschen），ゲフゲン（G.Gafgen），クローテン（N.Kloten），オ

ーム（H.Ohm), トゥーフトフェルト（E.Tuchtfeldt）の所論に依拠してその

定義だけでなく，政策目的の階序による経済政策の目的体系を明らかにしたい。

①本源的目的

最上位の社会的価値体系を説明できるのは，主として次の二つの場合であ

る戸）

一つは，社会的諸価値と他の価値に対する個々の価値の諸関係が社会の政治

的な部分体系における特定の機関で定義されるときに限る場合である。

もう一つは，その定義が当該社会の大多数の成員を受け入れるときに限ると

いう場合である。

この受け入れ，すなわち，個人的な不一致があるとき，その根本的な仮定は

特定の機関を正当であると認めることである：17）この認定は規範的勢力とも定

義される権力に基づいているという意味で非合理的な認定である。合意による
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認定ではないからである。

これに対して，合理的な認定は非合理的な意思行為に基づかず，当該者のコ

ミュニケイション社会における特定の普遍的価値の認知に基づいている。この

価値の根拠は他の事情が不変で、あるときに提議した規範が正しいか否かを検証

して確認する「合意」から導かれる点にある：18）その規範については当該者の同

意を受けられるが，通常一般的な見解や経験に基づいて生じるので，合理的に

動機づけた「合意J が成り立つ最上位の社会的価値には多様な空虚な形式のも

のであるという性格がある。このような性格の価値から政策目的が直接導かれ

ることはあり得ない。しかし，個々の政策目的の内容及び政策目的の階序に関

する決定が物的理由から反論される場合，所与の最上位の社会的価値に及ぼす

関連づけを批判する場合に限るので，具体的な政策目的はこの最上位の価値に

鑑みて解釈できるし，検証できる。

この意味で，最上位の社会的価値は経済政策活動に「直接」関連するもので

はない。実践的経済政策では，社会体制の部分体系である経済の組織と構造の

特定の原則を把握する経済政策の「本源的目的」が重要で、ある。そのような一

般的な意義のある正しい様式の基本的な表現形式や表現方法は，通常具体的な

物的事情や問題の複雑さには関連しないので，実践的経済政策活動の出発点と

はならない。

本源的目的はむしろその適用に関連じた具体化の段階面（副次目的，目的規

範）と社会政策上の意図やもくろみに関して価値の決定を見つける側面との聞

を仲介するものである：19）それとともに，本源的目的は社会の間接的な価値か

ら導かれる直接的な価値であると常に理解すべきものである。この理解こそは

包括的な経済政策活動の重要な計画構成要素となるものであり，具体的な政策

目的の設定を解明する可能性を開くものである。

本源的目的を経済政策の認定とみなした論究がある。それは厚生関数の分析

である。この分析は慣習的に三つの概念，すなわち， (i)できるだけ良く，時間

の経過につれて改善する財（生産物）の供給，（ii)できるだけ公正に認めた資
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源配分及ぴ収益の分配， (iii）できるだけ撹乱しない景気循環の発展で提議され

ている。これらの三つの定義には最上位の社会的価値である公正，厚生，安全

などが含まれるので，そのような定義の相互関係は容易に認めることができる。

しかし，これらの定義は経済政策活動の構成要素となる政策目的の決定には適

用できない。厚生関数で表わした本源的目的は計量化できないからである。そ

うであるのに，経済政策活動の根本的な主題ともなる「本源的目的」の存在意

義はその異論に基づいていない。

このようなことからみても，本源的目的には何よりもまず社会的諸価値から

導かれる様々な一般的原則が含まれている。厚生の極大化，個別経済計画の市

場に関連した調整力などの決定も本源的目的に入ることである：zo）公共財と民

間財は相互に明白に区分できない場合があるが，このことは純粋に経済的に範

囲寄．を支えた決定を行わせるので，外部効果のない市場調整可能な活動とまった

く経済的な評価を定められない外部効果を持つ活動の間には限界があるからで

ある。その区分をするためには，経済的価値や社会的価値を考慮する必要があ

る：21）最上位の価値で、ある自由，公正，厚生（福祉）の聞の政策的評価に鑑みて，

本源的目的は経済政策も根本的に決定するものであるからである。

② 副次目的

前述の「本源的目的」はある所与の問題状況に基づいて経済政策の「副次目

白守」を定義する場合に改めて明らかになる目的である。経済政策は様々な方法

の戦略面を表わす必要があるので，例えば，「福祉」は実質国民所得の極大，高

い雇用，公正な所得分配，消費選択の自由を伴う機能的な市場メカニズム，自

由な労働組合活動などの「部分目的」などとの関連において解明できる目的で

ある？）

既述の本源的目的は包括的ではあるが，特定化されている目的ではない。こ

れに対して，「副次目的」は特定の経済問題の領域に関連する目的である。その

問題領域はどのように解釈されているのであろうか。

それは政策「目的の目録」に示されている。ピュッツによれば， 47の副次目
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的があるて24）これらの目的概念は経済成長や景気循環の安定のようなマクロ経

済諸量，農業における所得パリティのような産業部門的に，あるいは地域的に

限定された目的から最低賃金や投資促進のような相対的に細かい規範に至るま

で示されている。

そのため，実際に存在する副次目的は次の特定の基準に基づいて階序づけが

試みられている。

(i) ピュッツの基準，すなわち，「概念の範囲」によれば，副次目的は経済成

長目的，雇用目的，分配目的，構造目的，物価目的及び外国貿易目的などで表

わされているア5)

(ii) キルシュンの基準，すなわち，「実際の優先順位」によれば，副次目的

は下位目的で表わされている：26)

(iii) キルシュンの基準，すなわち，「重要な諸問題の期間」によれば，副次

目的は経過目的と構造目的で表わされている：27)

(iv) ゲフゲンの基準，すなわち，「経済的機能範囲への所属」によれば，副

次目的は生産目的，分配目的，安全目的ないし安定目的，構造目的及び、秩序目

的で表わきれている：zs

これらの目的目録は 3人の論者独自の意図で、考えられているもので、ある。 (i)

から (iii）までの秩序提案には任意性という欠点がある。機能範囲に基づく秩序

は十分なものと思われる。この点は大抵の場合重要な政策手段の投入にも目的

規範の定義にも答えることになるので，何に関心があるのかについて経済政策

の担い手が持つ特定の機能に関連していることがわかる。もちろん副次目的の

秩序は実践的経済政策における特定の機能領域に所属することであるが，実際

には維持されている秩序である：29）生産目的と分配目的の区別，これらの目的と

安定目的との区別，安定目的と構造目的，秩序目的との区別などについては，

具体的な経済政策問題を考察する場合，それほど意味のあることではない。生

産の影響は常に分配効果，循環作用及び構造変化をもたらせるし，少なくとも

長期的には経済秩序にも影響を及ぼすであろう。

-81 (243) -



経済体制の唯一の機能領域聞の相互依存関係を無視すれば，経済政策活動を

縮小する実際の所与の体制相互について意図しない副次効果が現われるので，

また包括的な問題領域を制限すれば，実質的な非両立性（非整合性）と社会的

競合の克服を避ける回避戦略の展開に役立つであろう。両者は「合理的経済政

策」（別稿を参照）の意味では望ましくない。そのため，機能領域の基準による

副次目的の秩序とともに，追加された基準として時々重要な問題分野を取り入

れるべきである。機能領域聞の諸関係は様々な具体的な場合には異なっている

からである。個々の場合には五つの機能領域聞のありとあらゆる関係は明示さ

れていないし，検討もされていない。例えば，政策目的である「物価の安定」

や「雇用の安定」が政策手段を十分に投入して実現すれば，短期では分配も生

産もそれらの目的によって強制的な影響を受けるであろフ。これは問題である。

長期では同様に構造効果が考えられる。この場合には本源的かつ一般的に作用

し，政策手段だけが投入きれている。この点だけをみても，安定効果の重要な

問題領域は物価効果，生産効果及び分配効果に限定されていることがわかる。

このように設定した重要な問題領域に「部分目的」が含まれるわけである。

この部分目的はその需要性に従って階序されるから，部分目的聞の諸関係を検

討する必要がある。その部分目的の階序はまだ部分目的聞の諸関係の議論を通

じて確定していない。優先順位の設定は不必要となるからである。部分目的が

理論的先験的な評価に基づいて「調和」あるいは「一致」が明らかになるから

である。この例の政策目的は「経済成長」と「完全雇用」である。

二つのあるいはそれ以上の政策目的聞の「調和」関係あるいは「一致」関係

を前提しない場合には，優先順位の固定はむつかしくこみ入っている。この例

として，他の二つの政策目的である「物価の安定」と「国際収支の均衡」を挙

げることができる。

これらの四つの政策目的をオームは「魔法の四角形Jと名づけている：30）しか

し，「物価の安定ム「完全雇用」の二つの政策目的の組合せにも，無条件に新た

に「調和」関係を仮定することはできない。この場合には，補助規範として実
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際の階序規則が必要で、あるが，それに従って時々そのような部分目的を直接実

現すべきである。他のあらゆる部分目的は当然のことながらこの状況と結びつ

いた優先順位に従って従来よりも大きく扱うべきである：31)

しかし，そのような実際の階序規則は根本的に正しい優先順位を設定できる

とは限らない。そのため，「部分目的の競合」をどのように考えて扱うのか，ま

た短期的に及び長期的にみた場合，他のあらゆる政策目的を相対的に無視すれ

ば，どのような結果が生じるのか。これらの問題点については明白に説明され

ていない。今のところそのような階序規則は不十分なものである。この階序規

則は問題領域の副次目的と結びついている特定の本源的目的を明確に否定する

からである。部分目的を解明する場合に補助規範を仮設的に設定すれば，この

価値に結びついた階序規則を用いて部分目的である完全雇用を目的体系の上位

に階序でおきる優位性を認める必要がある。そうであるとしても，価値に結びつ

けた階序規則は本源的目的と上位の価値の階序の領域でも明白に説明きれてい

ないので，その階序規則はそのょっな解釈問題の解決には役立つていない。経

済政策の目的体系が社会政策の観点から正しくあるべきこと，具体的な目的規

範と行動計画の設定に必要な実際の階序規則を適用する際に，そのような観点

から十二分に考慮、できないために生じる困難を避けるのに役立つものと思われ

る。その階序規則には明確な社会政策の意図が含まれるので，この意図を生か

せば，役立つものと思われる。一つの部分目的が価値に結びついた階序規則を

用いて中間目的として決められている場合，他の部分目的に影響を与える尺度

を記述した副次的条件の設定が肝要で、ある。中間目的が大抵の場合最大限に満

たされていないからである。やはり問題領域に含まれるあらゆる政策「目的の

束J が十分に解明されていないからである。この意味で，問題領域に関連した

副次目的の体系には副次目的の実現に必要な部分目的が含まれる。この部分目

的を決定し，部分目的聞の関係を原則として説明する場合，その他の目的は1+1

間目的の実現に関わる副次的条件として作用する。

③ 目的規範
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政策目的の重要な問題領域には限界がある。この限界は，副次目的聞の諸関

係が分析されていないこと，政策目的聞の関係を関数で表わした政策「目的関

数」が操作できるのか否か保証されていないところにある。政策目的は具体的

に設定すべきであるから，政策目的はこの目的の実現のために投入した政策手

段の影響を実際に受ける諸事情に関連している。

それは副次目的の面では常にそのような場合でなくても良い。多くの副次目

的はやはり抽象的であるので，また投入可能な政策手段には制約があるので，

副次目的を直接実現させることはできない。そのため，個々の副次目的を直接

実現できるように導くことが必要で、ある。また，「政策作用」の接近方法を示す

経済諸量を決めることも必要で、ある。そのような補助量をケルナァ (H. Kor-

ner）は「中間目的」（Z wischenziel)あるいは「段階目的」（Stufenziel) と名

づけている ~32）この目的の実現は本源的に設定した「副次目的」はある特定の時

間内で投入可能な政策手段で影響を受ける具体的な諸事情に関連するものであ

る。そのため，政策目的を具体的に実現できるか否かは投入する政策手段いか

んによって決まる。この「政策手段の重要性ア3）を強調すべきである。この例と

しては，一般的な副次目的（Sekundarziel)の一つである「完全雇用」が該当

する。それは「中間目的」である。「投資需要」，「消費需要」，「構造伸縮’性」に

起因しないからである。それらは直接影響を与えていない。それらは間接的に

他の補助量である「貨幣量」，「可処分所得」と関連して影響を与えている。

政策目的を具体的に実現していく場合，実際に操作可能な政策目的を決定し

ていく過程では，その政策目的とその実現のために適当な政策手段を対比させ

ることができるのであろっか。それを検討する必要がある。この検討は重要な

政策手段の相互関係を考察して行うべきであり，個々の政策手段の投入の際の

制度的制約も考慮、して行うべきである。しかし経済政策の確定した政策目的

と政策手段との関係が実際に有効で、あるか否かを検討することではない。つま

り，政策目的と政策手段の適合性を検証することではない。そのため，政策手

段の相互関係をできるだけ明白に量的に叙述し，その諸関係を経験的に再検討
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する必要がある。

以上のことからみても，政策目的の具体的な実現は政策目的が量的な「目的

規範」の形態で論理的に説明できる場合にこそ完全に成り立つことである。こ

のことは，（i）絶対的水準（例。重要な期間における財やサービスの政府需

要）の決定，変化率（例。日銀の貨幣供給量の増加）の決定，極端な数値（例。

企業者の分配状態とそれに基づく雇用が増加すべきでないこと）の決定を通じ

て実現することができる。

それでは「目的規範」の設定はどのよっな場合に可能であろうか。それは経

済政策のある所与の目的体系がすでに十分に操作できるか否かという問題があ

る場合に可能で、ある。政策目的の実現を統制するのに必要な不可欠の前提も特

定の政策手段の投入で表わすことができる。つまり，その作用すなわち政策目

的の実現度の成果が大きいほど，指標値すなわち量的に設定された「存在J 状

態と目的規範で代表される「当為」状態との差はますます小きくなる。投入す

る政策手段の正確な定義から特定の確定した政策目的の実現度の大小はこの政

策手段の量的で、質的な性格いかんによって決まってくる。量的な目的規範の設

定，それに属する指標及び政策手段の変数は当面取り上げることではない。操

作可能な政策目的を設定する場合には，政策目的と政策手段の関係は事前に計

画可能なものとなり，事後的に統制可能なものとなると同時に，少なくとも「技

術的合理’性334）の基準に基づけば判断しやすい。例えば，賃金引上げの規範を財

政政策の手段で確定するためには，特定の組織集団ないし結合で他の組織集団

ないし結合に基づく基準ないし尺度を十分に確定すべきである。

④ 政策目的の階序（目的ヒエラルキー）

政策目的の階序すなわち目的ヒエラルキー（Zielhierarchie）は本源的目的

(Primarziel)，一般的な副次目的，特殊な中間目的及び目的規範（Zielnorm)

から成り立つものであるが，比較的複雑なものである：35）とりわけ，これらの目

的の階序はかなり広範な目的を副次目的に起因させる場合に成り立つものであ

るグ6)
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本源的目的である「福祉」から雇用状況の目的を導くことができる。この例

てやは，政策目的の階序における政策目的の高低はまったく制限されていない。

ミクロ経済領域における作用が導入されず，かなり広範な問題領域に関連した

政策目的との相互関係が明示されているにすぎないからである。

いま，ある政策目的の階序から作られ，実際に操作可能な「目的規範」に起

因している場合を考える。かなり広範な問題はある中間目的から導かれるあら

ゆる特定化した中間目的と目的規範が相互に一致しないことから生じている。

このような中間目的は単にその導出段階の成果に対して，メーラァのように「形

式的見方337）をする場合には，同じ階序に位置づけられる目的である。その中間

目的は技術的視点でも組織集団ないし組合の利害状態について様々に位置づ

け，階序をつけることができる。そのような場合には「競合する」中間目的238)

の技術的含意，理論的含意及び社会的含意を同等に評価するためには，どうす

れば良いのであろうか。そのためには，どのような目的規範を実際に経済政策

活動計画の関係諸量として認めるべきであるかを決める必要がある。

例えば，図 4-1のように，雇用政策の「目的規範」を導く場合には，まず

中間目的である完全雇用から導かれた「中間目的」と形式的に同じ階序である

とケルナァは考えている？）雇用状況が現行の生産能力が需要を下回るか否か，

また企業が未収益と感じた利鞘の現象に起因しているか否かなどによって左右

される場合には，本源的に求める「中間目的」は消費需要の活発化か投資需要

の拡大かのどちらかであるとみなすことができる。物的状態の解釈問題すなわ

ち「評価問題」では，重要ないくつかの「目的規範」が確定されている。つま

り，消費需要が問題であれば，賃金や俸給の増加，消費財価格の下落を上回っ

ている可処分所得の増加や政府需要の増大を提案する必要がある。投資需要は

利潤や法人税の減少，生産手段の価格下落，売上価格が一定のときの利子と賃

金を上回るとき増加する。貨幣量の影響は二つの中間目的を同等に促進する。

中間目的を除外する場合には，立ち入って論じるつもりはない。目的規範も

通常間接的な循環効果について補完する。そればかりか，特定の論理的整合性
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図4ー 1 本源的目的「福祉」から雇用政策の目的規範を導出すること

1 本源的目的「福祉」

2.1 物投貨価幣資義量の安子定 ---2.2 完全雇需用要～一一－ 工2.;-E最適造｛生申産要素投入

3.1 3.2 消費 縮性

4.11 4.21 貨幣量 3.31 生産要素の部門
可動性

4.12 可処分利潤 4.22 可処分所得 3.32 生産要素の地域
可動性

4.13 輸入投資財価格 4.23 輸入消費財価格 3.33 労働力の質

4.14 賃金増加 4.24 賃金増加

4.15 政府の投資財需要 4.25 政府の消費財需要

資料： Korner,H., Theoretische Grundlagen der Wirtschaftゅolitik,1977, S. 35 （ケルナ
ァ， H.，『経済政策の理論的基礎』ケルン， 1977年， 35頁。）．

（注） 1は本源的目的， 2は一般的な副次目的， 3は特殊な中間目的， 4は目的規範を表
わしている。

があることに注意すべきである。当該の組織集団ないし結合の利害を考慮、しな

がら価値に結び、つけた階序規則に関連づけて再び組み入れる必要がある。

このような政策目的の導出と具体化は，経済政策の意図の具体的な叙述と並

んで，経済政策の計画策定と技術と社会政策的に政策目的の質も考慮、した特定

の決定を図ることを意味するものである。
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